
 

行田市男女共同参画推進センター無料Wi-Fi利用規約 

１ 目的 

   行田市（以下「市」という。）は、行田市男女共同参画推進センター（以下「センター」とい

う。）利用者の利便性の向上のため、無料で利用できるWi-Fiサービス（以下「本サービ

ス」という。）を提供します。 

   この規約は、本サービスの利用について必要な事項を定めるものです。 

２ サービス利用者及び規約の適用 

   本サービスを利用できる方は、センターの交流スペース（以下「交流スペース」という。）

を利用し、かつ、この規約のすべて内容に同意した方（以下「サービス利用者」という。）で

す。なお、本サービスを利用した場合、この規約のすべての内容に同意いただいたものと

みなします。 

３ 本サービスの内容 

⑴ 本サービスは、交流スペースを利用する方へのサービスとして提供します。利用にあ

たっては交流スペースを利用する際のルールやマナー等をお守りください。 

⑵ 本サービスは、サービス利用者が所持するスマートフォン、タブレット、パソコン等（以

下「通信機器」という。）の無線 LAN接続機能を使用してインターネットに接続すること

ができます。なお、本サービスを利用する通信機器のセキュリティ対策は、サービス利

用者において行ってください。また、個人情報や決済情報は入力しないでください。 

   ⑶ 本サービスは、無料で利用することができます。ただし、サービス利用者がインターネ

ット上で利用した有料サイト、ダウンロードした有料アプリ等の費用は、その理由に関わ

らず、サービス利用者の負担となります。 

４ 本サービスの利用可能な時間等 

本サービスの利用は、交流スペースが利用できる日時に利用できるものとします。 

５ 接続方法 

   本サービスは、センターが別に示すSSID及びパスワードをサービス利用者自ら通信

機器に入力することにより利用するものとします。 

６ 禁止行為 

   サービス利用者は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 

⑴ 市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害し、若しくは侵害するおそれのある

行為 

⑵ 市又は第三者の財産又はプライバシーを侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為 

⑶ 市又は第三者に不利益又は損害を与え、若しくは与えるおそれのある行為 

⑷ 市又は第三者を誹謗中傷する行為 

⑸ 市又は第三者の保有する情報等を不正に収集し、又は開示する行為 

⑹ 公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他に提

供する行為 

⑺ 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はこれらのおそれのある行為 

⑻ コンピューターウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービ

スに関連して使用し、若しくは提供する行為 

⑼ 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引並びにその他の目的で特定又は



 

不特定多数に大量のメールを送信し、誘導し、又は誘発する行為 

⑽ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反し、又は違反するおそれのある行為 

 ⑾ 法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為 

 ⑿ その他市が不適切と判断する行為 

７ 本サービスの変更、停止、廃止等 

 ⑴ 本サービスは故障、保守、その他の理由により停止することがあります。 

 ⑵ 本サービスは、サービス利用者に通知することなく内容の変更、停止又は廃止を行

うことがあります。 

８ 免責事項 

⑴ 本サービスでは、サービス利用者が所持する通信機器の設定、接続等に関する個別の問

い合わせには、対応しません。 

⑵ 本サービスでは、電波状況又は回線状況によりその接続や速度は、保証されません。 

⑶ 本サービスで提供されるインターネットの接続及びその接続を通じて送受信する情報

等については、いかなる保証もありません。 

⑷ 本サービスの提供に関してサービス利用者に生じた損害、利用できなかったことによ

る損害及びその他のいかなる損害について、市は一切の責任を負いません。 

⑸ サービス利用者の通信機器の機種、ＷＥＢブラウザ等によって、本サービスを利用でき

ない場合があっても、市は一切の責任を負いません。 

⑹ サービス利用者が本サービスを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等につ

いて、市は一切の責任を負いません。 

９ その他 

⑴ この規約の内容は、サービス利用者の承諾を得ることなく、また、事前に予告するこ

となく変更することがあります。 

⑵ この規約の変更後に本サービスを利用した場合、サービス利用者は、変更後のこの規

約に同意したものとみなします。 

 

   附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行するものとします。 


